
なっておりますが、近年いろいろな問題にて所有者個人での維持管理には限界があり、行政や地域

　年会費　　一般＆家族会員（４人まで）　　　　　　　1,000円

絵画や陶芸などの展示会、各種講演会にもお気軽にお申し込みください。いつもとは違った雰囲気の

催しになると存じます。また建物本体を使用した映画撮影、コマーシャルなど多方面からのお申し込み

お待ちいたしております。

住民の支えが必要な時代になってきております。

　当、平山家住宅は平山様個人所有の国の重要有形文化財です。４０～５０年ごとに茅葺屋根の葺き

替えの大修理があります。（数千万円単位）また途中、2回ほどの小修理があります。（各５～６００万円）

近年は個人所有より行政に肩代わりする重文も発生いたしておりますが、われら地元在住者といたし

まして平山家に協力いたし、この尊い重文「平山家住宅」を個人所有の文化財として現在の１８代目

当主より１９代、２０代当主の個人所有として後世に受け継がれるよういたしたく、ご賛同いただける

方には重文「平山家住宅」を活用して楽しむ会にご入会いただきたくご案内申し上げます。

　また当会の趣旨といたしまして｢平山家住宅」を保護するだけでなく、皆様方に積極的に使用してい

ただきたいと思っております。当会が企画する催しばかりではなく、皆様方のお稽古ごとの発表、

国、県、熊谷市からの助成はもちろんございますが、個人負担も相当な金額になります。

重文「平山家住宅」を活用して楽しむ会の入会のご案内

あなたの愛のおすそわけを未来のためにお願い申し上げます。

　平成２５年４月に国指定重要文化財「平山家住宅」を活用して楽しむ会が発足いたしました。つきま

しては皆様方にご入会をお願いいたしたくご案内申し上げます。

　２０１２年時点で近世以前の古民家は７９５棟（国指定重文）にのぼりそのうち約６割が個人所有に

 ---------------------------------------切　取　り　線----------------------------------------

申　　込　　書

　　葺き替え時の修理費に充当いたします。

　　　　　　　　特別応援会員（団体、法人、個人）　10,000円

　　皆さま方からの年会費、使用料など収益金は「平山家住宅」保存会に寄付をいたし、将来の茅葺屋根の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葺き替え時充当いたします。将来の　　　　　　　　

お　名　前 ご　住　所 電　話　及び　Ｆ　Ａ　Ｘ メールアドレス

(有料イベントの時は、飲物付) (有料イベントの時は、飲物付及び

中学生以下は無料） 

(有料イベント時は、２名まで半額) 
 


